
  【令和 6 年 7 月１日～令和 7 年６月３０日】Ｒ6-2 

特定医療費（指定難病）変更申請 提出書類一覧 (チェック表) 

 

 

 
 1. 住所変更（西宮市内・兵庫県内） 

□特定医療費（指定難病）受給者証等記載事項変更届（様式第５号） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の原本 (修正後、原本は返却)  

□新住所が確認できる公的機関の発行した書類（住民票、戸籍、運転免許証、 

マイナンバーカード、国民健康保険証、後期高齢者医療保険）※原本確認の上コピーの提出可能 

 

 2. 氏名変更 

□特定医療費（指定難病）受給者証等記載事項変更届（様式第５号） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の原本 (修正後、原本は返却)  

□変更前・変更後の氏名が確認できる公的機関の発行した証票 

（住民票、戸籍、運転免許証、マイナンバーカードなど）※原本確認の上、コピーの提出も可能 

 

 3.保険証に関する変更（記号番号のみ変更、加入医療保険者の変更、生活保護への移行・廃止など） 

□特定医療費（指定難病）受給者証等記載事項変更届（様式第５号） 

※以下に該当する場合は、変更届の記載欄に氏名等を必ず記入してください。 

□「市町民税非課税で、本人(又は保護者)の年収 80 万円以下の場合」（様式第 5 号表面 中部） 

□「按分」（様式第 5 号裏面 下部） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の原本 (修正後、原本は返却) 

□患者本人の健康保険証、生活保護受給証明書の原本 

 

【以下、支給認定基準世帯員に変更が生じる場合のみ提出（または生活保護に移行する場合）】 

□特定医療費（指定難病）支給認定個人番号記載票 

・「マイナンバーが確認できる書類（原本）」 

（支給認定基準世帯員で、これまでにマイナンバーを提出したことがない方のみ） 

・「窓口へ来られる方の身元確認書類（原本）」 

  

 ※患者本人の保険証の変更は無いが、支給認定基準世帯員に変更が生じる場合は、様式第 5 号に記入 

 

 4.指定難病の名称の変更・指定難病の追加 

□特定医療費（指定難病）支給認定変更申請書（様式第 1 号）※軽症者特例の項目確認必須 

□特定医療費（指定難病）受給者証の写し 

□名称変更・追加する指定難病の臨床調査個人票（指定医の記載によるもの） 

□自己負担上限額管理票（もしくは領収書と医療費申告書（様式 9 号）※軽症者特例「有」の場合 

 ※ 有効期間の始期は、重症度分類を満たしていることを診断した日からです。 
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 5.自己負担上限額の変更（保険証は変わらないが市民税額や支給認定基準世帯員に変更がある場合など） 

□特定医療費（指定難病）支給認定変更申請書（様式第４号） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の写し 

□令和 6 年度市県民税課税証明書 (または市民税・県民税納税通知書) 

（健康保険証の種類により提出が必要な方が異なりますので、窓口等でご確認ください） 

※ 令和 7 年 6 月 2 日以降に変更申請される場合は、令和６年度市県民税課税証明書が必要です 

 

 6.同一世帯（同じ記号番号の保険証を使用している方のみ）内に指定難病または 

小児慢性特定疾病患者が増えた、もしくは減った場合 

□特定医療費（指定難病）支給認定変更申請書（様式第４号） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の写し 

□同一世帯（同じ記号番号の保険証を使用している方のみ）内の別の方の特定医療費（指定難病）受給者証 

または小児慢性特定疾病医療受給者証の写し 

 

 7.常時人工呼吸器等装着の状態になった場合 

□特定医療費（指定難病）支給認定変更申請書（様式第４号） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の写し 

□人工呼吸器等装着者申請時添付書類（様式第１０号） 

※ 人工呼吸器等装着者申請時添付書類は、指定医ではない医師も記入することができます。 

 

 8.「高額な医療が⾧期に継続する者」の申請をする場合 

□特定医療費（指定難病）支給認定変更申請書（様式第４号） 

□特定医療費（指定難病）受給者証の写し 

□「自己負担上限額管理票」または「指定医療機関の領収書」 

変更申請する月から起算した過去１２ヶ月以内に、指定難病（もしくは同一疾病の小児慢性特定疾病）に関

する医療費総額（１０割）が 50,000 円を超えた月が６回以上あることがわかる管理票または領収書が必要で

す。※医療費助成を受けていなかった期間は対象外、受給期間でも福祉医療（障害・母子・乳幼児・こども

医療等）を使用した領収書は対象外 

□医療費申告書（「自己負担上限額管理票」を使用する場合は不要） 

「指定難病（もしくは同一疾病の小児慢性特定疾病）の治療に関する領収書（指定医療機関）」を使用する場

合は提出が必要です。 

 

 9.受給者証を返還する場合 

□特定医療費(指定難病)医療受給者証返還届 (様式第 11 号) 

□特定医療費（指定難病）受給者証の原本 (コピー不可) ※自己負担上限額管理表は返還不要 

 
〈申請に関するご連絡・問い合わせ先〉 

西宮市保健所 保健予防課 難病等疾病対策チーム ℡0798-26-3669 

【注意】 
自己負担限度額に関する変更は、同一世帯（同じ記号・番号の健康保険証を使用している者に 
複数の指定難病・小児慢性特定疾病の受給者がいる場合、全員の金額が変更されます。 
必ず、対象者全員についてそれぞれ変更申請してください。 
また、自己負担限度額の変更を伴う申請は、受付日の翌月１日から適用されます。 
※ １日に受付する場合は、当月１日から適用されます。 


